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療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の見直し 

（入院時生活療養費の創設）に関する 

パブリックコメント投稿についてのお願い 

 

標記につきまして、貴職から厚生労働省ホームページへご意見を

投稿していただきたくお願い申し上げます。 

 今回、成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成

１８年１０月から療養病床に入院する高齢者の食費・居住費に係る

患者負担の見直しが行われ、新たに「入院時生活療養費」が創設さ

れることとなりました。 

 平成１８年１０月から施行される改正事項につきましては、省

令・告示・通知等が明らかになり次第ご連絡申し上げますが、これ

に先立ち、厚生労働省ではホームページにおいて、パブリックコメ

ントを７月７日から８月６日までの１か月間募集しております。 

そのうち、入院時生活療養費の創設に関しましては、療養病床に

入院する高齢者の食費・居住費の負担（生活療養標準負担額）およ

び軽減される患者の範囲について、パブリックコメントを求めてお

ります。 

 具体的には別添１および２にあるように、①食費及び居住費の負

担の見直し、②「所得の状況」をしん酌して標準負担額を軽減する

者、③「病状の程度」、「治療の内容」をしん酌して標準負担額を

軽減する者について、意見募集を行っております。 

この中で特に問題となるのが、③「病状の程度」、「治療の内

容」をしん酌して標準負担額を軽減する者についてであり、本件に

つきましては、以下のように整理されております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「病状の程度」、「治療の内容」をしん酌して標準負担額を軽減する者】 

※ 以下の患者の生活療養標準負担額については、現行の食事療養標準負担

額と同額の食材料費相当の負担額とする。 

（１）入院医療の必要性の高い状態（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する

状態や脊髄損傷（四肢麻痺が見られる状態）、難病等といった、診療

報酬上の「医療区分２」または「医療区分３」の状態）が継続する患

者 

   注１： 「医療区分２」または「医療区分３」の状態が改善して、「医療

区分１」の状態になった場合は、その日から軽減しない。 

  注２： 「医療区分１」の状態が悪化して、「医療区分２」または「医療

区分３」の状態になった場合は、状態悪化前の当月における一つ

の医療機関での入院日数を基準に、それよりも長い日数の間、そ

の状態が継続する場合は、状態悪化前の入院日数を超えた日から

軽減する。（「医療区分２」または「医療区分３」になっても、

状態悪化前の入院日数を超えるまでは軽減しない。） 

（２）回復期リハビリテーション病棟に入院している患者 

医療区分の状態と食費・居住費の免除の関係については、別添２

の５ページに示されております。 

図示した内容のように、複雑な患者負担となるだけでなく、療養

病棟入院基本料Ａ～Ｃを算定する場合には「医療区分・ＡＤＬ区分

に係る評価票」を用いて、原則月１回、定期的に患者に説明するこ

ととの整合性もとれず、医療現場では患者負担に関して説明が行え

ず、医師と患者の信頼関係を損なうものであります。 

 日本医師会としては「医療区分２」または「医療区分３」の対象

となる日については、入院日数等にかかわらず負担を軽減すべきと

考えております。つまり、医療区分に従って軽減の可否が決定され

るべきと考えております。 

 したがいまして、貴職・貴会役員をはじめ、可能な限り多くの

方々にパブリックコメントに投稿していただけるよう、ご配慮の程

よろしくお願い申し上げす。意見募集の締切が迫っておりますが、

何卒よろしくご対応いただきたく重ねてお願いいたします。 

なお、パブリックコメントの募集要領は、別添３のとおりであり、



コメントは電子メール、郵送、ＦＡＸで受付けております。（送付

先等は下記参照） 

 

（１）パブリックコメントのアドレス（厚生労働省ホームページ） 

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010

&BID=495060036&OBJCD=100495&GROUP= 

（２）コメント受付 

①電子メールアドレス：kenpo1810@mhlw.go.jp 

 ※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル

（ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWord

ファイル、ジャストシステム社一太郎ファイル）として提

出してください。 

②郵送の場合の送付先： 

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 

  厚生労働省保険局医療課宛 

③ＦＡＸを利用する場合： 

ＦＡＸ番号：０３－３５０４－１２１０ 

厚生労働省保険局保険課宛 

※担当に電話連絡後、送付してください 

 

 

 

（添付資料） 

１．療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の見直し 

 （入院時生活療養費の創設）の改正項目とスケジュール 

２．療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担（生活療養標

準負担額）が軽減される患者について 

３．意見募集要領（パブリックコメント） 



療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の見直し（入院時

生活療養費の創設）の改正項目とスケジュール

①生活療養標準負担額（告示）

②生活療養標準負担額が軽減される患者の範囲（省令・告示）

　＊　①及び②については、7月中をメドに1ヶ月間のパブコメを予定。

　　パブコメ後、8月中旬に公布予定。なお、中医協諮問事項ではない。

③　生活療養の基準額（告示）

④療養の給付から生活療養の基準額を切り出した後の入院基本料の

　水準（告示）

⑤　保険医療機関において生活療養標準負担額等の掲示義務等を定め

　る療担規則（省令）

　　＊　③から⑤までについては、中医協諮問事項であり、パブコメ事項

　　ではない。中医協基本問題小委で7月12日以降議論を開始し、8

　　月の総会において諮問・答申の手続きを経る予定・その後・①及び

　　②と合わせて、8月中旬に公布予定



療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担（生活療養標準負担額）が軽減される患者

1こついて

1食費及び居住費の負担の見直しの概要

　　（対象者）療養病床に入院する70歳以上（平成18年10月以降・平成20年4月以降65歳以上）の

（標準負担額）
｡費辮萎灘薦綿脚・万円）｝※介護保険・同額

　　　　　　　　　　　　※いずれも一般所得かつ難病等の者でない場合の月額負担額

　　　　　　　　　　　　※現行は食材料費相当を負担（月額2．4万円）

・保険給付・ ｫ，瀟麟鞭欝象欝欝廉秘密騰灘熱離
　　　　　　　　　　　日額780円）を控除した額を入院時食事療養費として支給

2

3

r一侶の’1　しん　して亜　　旦　　卸　　一

く低所得者の標準負担額＞
ｫ撤箋1籍灘撫下等・三襟｝介護保険・同・水準

　　’の　　　「葛　の内穴　　しん　して一ン　　　　　　　る

入院医療の必要性の高い状態（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷（四肢麻痺が見ら
れる状態）難病等といった、診療報酬上の医療区分2又は3の状態）が継続する（※）患者及び回復期リハビ

リテ＿ショシ病棟に入院している患者の生活療養標準負担額については、現行の食事療養標準負担額と同額

の食材料費相当の負担額とする。

※①医療区分2又は3の状態が改善して、医療区分1の状態になった場合は、その日か壁蚤減しない。

　　②医療区分1の状態が悪化して、医療区分2又は3の状態になった場合は、状態悪化削の当月に鯉る一の
　　医療機関での入院日数を基準に、それよりも長い日数の間、その状態が継続する場合は、状態悪化剛の入院

　　日数を超えた日から軽減する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1一



』舎費裸び1韓瞭¢1『葎舎撰進象キ弊軽

　　　　　　　　　　　　※1居住費負担はなく、食費負担　　※2難病等の患者の負担は現行
　　　　　　　　　　　　　　は食材料費相当額　　　　　　　　　の食材料費相当額

（注1）医療保険における食費の日額は平成18年度からの一食単位化前の負担額

て注2）【　】は一食単位の負担額

綱底所嵐幣螺騨集金受給者を対象とし、低所得者1②の区分は、現行の低所得者1のうちそれ以外の者を対象とする・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一

【現行】※1 【改正後】※2 （参考）介護保険

現役並み所得者
780円

y260円】

1，380円＋320円
y460円】

一　般
780円

y260円】

1，380円十320円
y460円】

1，380円十320円

低所得者∬

650円
y210円】

T00円
y160円】

650円　＋320円
y210円】

650円＋320円

低所得者1②
300円

y100円】

390円　十320円
y130円】

390円十320円

低所得者1①
300円＋　0円

y100円】

300円＋　0円



療養病床1こ入院する高齢者の食費及び居住費の負担の見直しに伴う入院時生活療養費の創設について

介護療養型医療施設
医療保険適用療養病床

　　　介護保険の見直し後
（例：要介護5・住民税課税者・多床室）

一・　覧4．2万円

（栄養管理）

介護サービス

一生　　　　一
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1．0万円

3．7万円

入
院
時
食
事
療
養
費

（伍り、7．歳鑑廃嬲者、多床室）⇒（例，7・歳以上灘果税者・多床室）

　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　←@　　．誕’惹♪イー・『．二，．■　一　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一・、㌔、一コ、．■■　　‘㍉一・　　　　　　　　　　　　　　　・ド　ユ　　　　　　　　　　．　二一r　7

D聾f蝿D　　　」τr一
ｱ』捻じ1｝1』論』』』＝．』』1』」．．

@　　　　5．8万円
@　　　（日額1，920円）
@　　　＝入院時食事療
@　　　　の基準額

一
一

　　　　・』lu▽・撫i∫二　　”

｝
．
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｛
：
…
■
　
　
　
旨

4．2万円

糞蕉辮讐㌶ll！l　　　　　（栄養管理）

ロ　歯

入院時生活療養

ﾌ基準額

2．4万円
i日額780円）

@　　　　　入
@　　　　　院
@　　　　　時
@　　　　　生
@　　　　　活
@　　　　　療
@　　　　　養
@　　　　　費

療養の給付

（入院基本＊こ等）療養の給付

i入院基本料等）

　　　　　　　　　　　　一二嶋一�c㌶麹、．：．、H’廓　　　　　　　　　　、一一≒☆1二ご：■f∫＝螢二丁気；琵孤：辱ヂ、懸三』業摩懲　贈パ’　　　　　　　　　『

4．0万円

ザ．、　　　　　　　　、鷺響1

@　　　　　　　　　　　　＝一↓

_．・モ

恂]噛一、しギ琴断廻∫’㌻官一』一
@　・イ　　一’　‘

1．0万円

S．2万円

自己負担額（モデル）

計89万円／月

自己負担額
計6．4万円／月

自己負担額
計9．4万円／月

は自己負担部分
は療養病床において新たに負担を求めることとするもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3一



医療区分について

医
療
区
分
3

【疾患・状態】

、．

Xモン．医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態

【灘灘鶴繍．1継灘編響難
【懲鼎フィー．多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症・ノく一キンソン病関連疾患

　　　・その他の難病（スモンを除く）

　　　・脊髄損傷（頸髄損傷）・慢性閉塞性肺疾（COPD）
　　　、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍・肺炎・腿路感染症

　　　：繍態論難繍繕躍呈暑爲支撫放創
　　　、せん妄の兆候・うつ状態・暴行が毎日みbれる状態

　　【医療処置】
　　　・透析・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養・喀痰吸引

　　　．気管切開・気管内挿管のケア・血糖チェック

　　　・創傷（皮膚潰瘍・手術創・創傷処置）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療区分2・3に該当しない者
　医療区分1

医

療

区

分

2

一4一



医療区分の状態と食費・居住費の免除の関係

医療区分1
免除の有無 ○○○○○○○○○○○○○○OoO××××××

医療区分1
免除の有無 ××X××××××××××○○○OX×X×X×

O途中で退院する場合
1 2　3　4　5 6 7 8 9 10　11 12 131415161718192021 222324252627282930

医療区分2又は3 〆 〆　〆　〆　〆 〆 〆

医療区分1 〆 〆 〆 〆 〆 〆　〆　〆　〆　〆　〆

免除の有無 ○ ○○○○ X X × × X　　× × ×　　×　　×　　×　　X　　X

O長期間医療度が低冾ﾂ砦状警讐さ響矯1・1－31415薯要192・21響嬰響響響
医療区分2又は3
医療区分1

〆　〆　〆

免除の有無

注）各月単位で算定することとする。

一5一



意見募集要領

1　意見募集対象

①健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令め整備等に関する政令

　案
②健康保検法施行規則等の一部を改年する省令案

’③健康保険法等の一部を改正する法律、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

　う関係政令の整備等に関する政令、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施

　行等に伴う蘭係告示の改正案’

2　資料入手方法
意見募集対象となる政令案及び告示案の概要については・電子政府の総合窓口［e

＿G。v］　（http：／／㎜w．e－gov．go．jp）の・rパブリックコメント1欄に掲載すると

ともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

，3　意見の提出方法“
　意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地）、並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）

を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください？

　ご記入いただいた氏名及び住所く法人又は団体の場合は・名称・・代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）、並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、

提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

　なお、意見書は、日本語で記入しください。

（1）電子メールを利用する場合

　電子メールアドレス：kenpo1819◎nhIw・go・jp

　厚生労働省保険局保険課　あて
　※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はテキ

　ストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎フ

　ァイル）として提出してください。

　　なお、電子メールの受取可能最大容量は、5M　Bとなっていますので、それ

　を超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

　　〒100－89r6　東京都千代田区霞が関1－2－2
　　厚生労働省保険局保険課　あて

（3）F　AXを利’用する場合

FバX番号：03－3504－1210
厚生労働省保険局保険課　あて

（担当に電話連絡後、送付してください），

一1一



縣日（日）午後5時（必着）（郵便‘こっし、ても、募集期間内の必

着とします。）

5　留意事項
　意見が1000字を超える場合、その内容の用紙を添付してください。

　捉出されました意見は、電子政府の総合窓ロ［“一Gov］パブリックコメント・

意見募集案内・（http：／／www．e－gov．go．jp）の「パブリックコメント欄」に掲載する

ほか、厚生労働省保険局保険課において配布します。

　なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその・名称）やその他属性に

関する情報を公表する場合があります（匿名希望、及びご意見も含めた全体につい

て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。声たt意

見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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別紙様式

意　見　書
平成　　年　　月 日

厚隼労働省保険局保険課　あて：

郵便．番．号．も、i．一．．．』．．＿．＿．．．一．＿＿

住．．．．．所．し一＿＿．．．．．．．．．＿』」』．＿．、一＿一

段名．．⊆注．1．乏一し甲．．．一一一．＿一．一一．．＿＿＿一．

重言養蚕号齢し一．．一一．輯一一．．＿＿＿＿一一一一一…

電子盈r：ルア｝二巫．：．軸帰一一一．．．一一輯．．一一．．一“．．．一一＿

①健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

一案’

②健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案
③健康保険法等の一部を改正する法律、健康保険法等（b一部を改正する法律の施行に伴

　う関係政令の整備等に関する政令、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施

　行等に伴う関係告示の改正案

に関して意見を提出いたします。

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載し

た別紙を添付する。）

注1　法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

注2　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙に記載する場合はページ

番号を記載すること。

一3一


